
注：配合飼料価格安定制度の積立金及び補てん金は計上していない。

 

【調査結果の概要】

  令和４年の肥育豚１頭当たり資本利子・地代全額算入生産費（以下「全算入生産
費」という。）は４万3,540円で前年に比べ14.9％増加し、生体100㎏当たり全算入

生産費は３万7,868円で、前年に比べ15.1％増加した。

　本調査は、2020年農林業センサスに基づく農業経営体のうち、肥育豚を年間20頭以上販売し、
肥育用もと豚に占める自家生産子豚の割合が７割以上の個別経営体（世帯による事業を行う経営
体（法人格を有する経営体を含む。））を対象に実施した。
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- 1 -



支払利子・地代算入生産費
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表　肥育豚生産費（全国）

令 和 ４ 年

実　数

対 前 年
増 減 率構 成 割 合

建 物 費

区 分 単位

肥 育 豚 １ 頭 当 た り

円

獣医師料及び医薬品費 〃

物 財 費

〃う ち飼 料 費

〃光熱水料及び動力費
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　◎　累年データ

円 円 円 時間

平成25年度 33,971 29,821 33,343 2.69

26 34,728 30,455 39,840 2.71

27 33,828 29,882 37,963 2.64

28 32,089 28,189 37,207 2.72

29 32,760 28,698 39,387 2.71

30 32,943 28,947 35,983 2.91

令和元年 33,824 29,588 36,629 2.95

２ 33,622 29,363 38,723 2.91

３ 37,907 32,912 37,658 2.99

４ 43,540 37,868 40,202 3.05

資料：農林水産省統計部「畜産物生産費統計」
注：　調査期間は、平成30年度までは４月から翌年３月、令和元年以降は１月から12月である。

肥育豚生産費の推移（全国）
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◎　関連データ

戸 千頭

平成 25 年 5,570 9,685

26 5,270 9,537

27 … …

28 4,830 9,313

29 4,670 9,346

30 4,470 9,189

31 4,320 9,156

令和 ２ … …

３ 3,850 9,290

４ 3,590 8,949

資料：農林水産省統計部「畜産統計」

注：１　平成27年、令和２年はそれぞれ2015年、2020年農林業センサス実施年の

　  　ため調査を休止した。

　　２　表中の記号「…」は、事実不詳又は調査を欠くものを表す。

区　　　分 飼 養 戸 数 飼 養 頭 数

豚の飼養戸数・頭数の推移（全国）

- 4 -



【統計表】

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files/data?sinfid=000040119889&ext=xls

【調査の概要】
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/seisanhi_tikusan/gaiyou/

【調査結果の主な利活用】

・　肉豚経営安定交付金（豚マルキン）の算定資料として利用されるほか、各種政策の実施状

　況の把握や効果の検証等の資料として利用。

【ホームページ掲載案内】
・　本資料は、農林水産省ホームページの統計情報に掲載している分野別分類「農家の所得や

　スト、農業産出額など」、品目別分類「畜産」の「畜産物生産費統計」で御覧いただけます。　生産コスト、農業産出額など」、品目別分類「畜産」の「畜産物生産費統計」で御覧いただ

  けます。

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/seisanhi_tikusan/#y3

・　本資料の詳細な数値はホームページに掲載（令和６年３月予定）します。

・　公表した数値の正誤情報は、ホームページでお知らせします。

　◎本統計調査結果について

　　  農林水産省　大臣官房統計部

　　　経営・構造統計課　畜産物生産費統計班

      電話:（代表）03-3502-8111　内線3630

           （直通）03-3591-0923

　◎農林水産統計全般について

　　  農林水産省　大臣官房統計部

　　　統計企画管理官　統計広報推進班

      電話:（代表）03-3502-8111　内線3589

           （直通）03-6744-2037

お問合せ先

政府統計の総合窓口
（ｅ-Sｔａｔ）

https://www.e-stat.go.jp/
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